
参 考 

 

 

経済財政運営と改革の基本方針2021 

（令和３年６月18日閣議決定） 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

第２章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉 ～４つの原動力と基盤づくり～ 

 

３．日本全体を元気にする活力ある地方創り～新たな地方創生の展開と分散型国づくり～ 

 

（３）賃上げを通じた経済の底上げ 

民需主導で早期の経済回復を図るため、賃上げの原資となる企業の付加価値創出力の強

化、雇用増や賃上げなど所得拡大を促す税制措置等により、賃上げの流れの継続に取り組

む。我が国の労働分配率は長年にわたり低下傾向にあり、更に感染症の影響で賃金格差が

広がる中で、格差是正には最低賃金の引上げが不可欠である。感染症の影響を受けて厳し

い業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備す

るため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等

に一層取り組みつつ、最低賃金について、感染症下でも最低賃金を引き上げてきた諸外国

の取組も参考にして、感染症拡大前に我が国で引き上げてきた実績52を踏まえて、地域間

格差にも配慮しながら、より早期に全国加重平均1000円とすることを目指し、本年の引上

げに取り組む。 

 

              
52 「経済財政運営と改革の基本方針2016」（平成28年６月２日閣議決定）において「最低賃金については、年率３％

程度を目途として、名目ＧＤＰ成長率にも配慮しつつ引き上げ、全国加重平均が1000円となることを目指す」と記載。

それ以降、最低賃金額の全国加重平均は対前年比で、2016年3.1％、2017年3.0％、2018年3.1％、2019年3.1％と引き上

げられている。なお、2020年は、0.1％の引上げとなった。 

 

 

 

 成長戦略フォローアップ（令和３年６月 18 日閣議決定）の４.（３）ⅳ）③にも同様の記述あり。 


